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議
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紙
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
九
九
年
の
キ
ル
ギ
ス
に
お
け
る
日
本
人
誘
拐
事
件
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
等
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
五
九
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
者
は
、
当
時
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
国
会
議
員
等
の
職
に
あ
っ
た
と
承
知
す
る
が
、
御
指
摘
の
者
の
御
指
摘
の
事

件
当
時
の
具
体
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
同
国
政
府
内
部
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
承
知
し
て
い
な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
に
お
け
る
人
質
の
解
放
の
前
後
を
問
わ
ず
、
人
質
の
解
放
の
た
め
に
日
本
政
府
か

ら
キ
ル
ギ
ス
政
府
に
対
し
て
金
銭
が
支
払
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
五
九
号
）
七
か
ら
十
ま
で
に
つ

一



い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二


